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１ ねらい 

 ○ 山口県が進める「こどもや子育てにやさしい休み方改革」の取組の一環である「家族でや

ま学の日」を導入し、ご家族で過ごすことのできる仕組みを構築することで、子どもたちが

休業日以外でもご家族とともに、校外で体験や探究の学び・活動を行うことができるように

します。 
 

２ 制度の概要 

○ 校外での自主学習活動として位置付け、「欠席」扱いとはせず、「出席停止・忌引等」の扱

いとします。家族の休暇に合わせて「県内」「県外」を問わず取得できます。 

○ 原則として、取得予定日の３日前（土日・休日等を含めない）までに保護者が学校に申請

してください。 

〇 活用できる日数は、年間３日までとします。（１日単位の申請可、申請後の取り消しも可） 

〇 活用が望ましくない日は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

○ 「家族でやま学の日」を活用したことで受けることのできなかった学習内容は、原則家庭

学習で補うこととしていますのでご理解ください。 

〇 給食を止めることはできませんのでご了承ください。 
 

３ 「家族でやま学の日」の活動のポイント 

○ 家族で「一緒に過ごす時間」が大切です。 

○ 「何のために、何を学ぶか」を事前に子どもと一緒に話し合ってみてください。 

○ 遠くに行かなくても、身近な地域にも「学びの種」はあふれています。 

○ 事後の報告書の提出は必要ありませんが、活動後の振り返りをご家族で行われるとより充

実した学びや活動の機会になります。 
 

４ 活用例 

 

 

 

 

 

・学校行事（例：入学式、卒業式、始業式・終業（修了）式、運動会、文化祭、修学旅行 等） 
・定期考査等（例：全国学力・学習状況調査、定期考査 等） 
・その他学校の定める日 


